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１ 事業背景

本事業は、新市民会館開館後の事業実施に向けて行う鑑賞事業の一環であり、誰もが

文化芸術に触れる機会の創出を図ることを目的としている。

今回はその初期アプローチとして、障がいのある方とその家族を対象とした音楽コン

サートを企画した。

現在、障がいのある方が舞台芸術を鑑賞できるように配慮された公演は非常に少なく、

当人やその家族にとって会場に足を運ぶことは心理的、身体的にも困難であるという

ケースが多く見られる。このような現状を踏まえ、障がいのある方の特性に合わせたプ

ログラム構成にしたり、あらゆる障がいに配慮した鑑賞環境を整えたりするなど、障が

いのある方とそのご家族が安心して公演を楽しむことができる場づくりとなるような事

業を行った。



２ 概要

日 時：令和5年10月21日（土）14：00～15：30

場 所：丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

2階アートセンター内ミュージアムホール

（丸亀市浜町８０番地１）

対 象：障がいのある方とそのご家族（付き添いの方も可） 、障害福祉施設職員

出 演 者：梶谷 祐子（もみの木音楽舎）

村川 陽子

十河 りつ子

企画構成：もみの木音楽舎



３ 公演までの流れ

4月10日 打ち合わせ

6月 5日 打ち合わせ（出演者のみ）

7月21日 打ち合わせ（出演者のみ）

7月27日 会場視察(出演者3名)

8月 2日 打ち合わせ（オンライン）

8月10日 打ち合わせ（出演者のみ）

9月22日 打ち合わせ（出演者のみ）

10月上旬 申込案内（障害福祉施設への案内、もみの木音楽舎ホームページやSNSでの周知）

KAGAWAMOVESホームページへの掲載）

10月13日 打ち合わせ（オンライン）

10月19日 打ち合わせ（出演者のみ）

10月21日 公演当日

9：15 会場入り

10：00 リハーサル

14：00 開演

15：30 終演



４ 写真

・リハーサルの様子



・公演の様子





５ アンケートの実施

来場者にアンケートを実施し、29件の回答が得られた





















６ 事業の振り返り

（１）取り組み

本公演では、障がいのある方が落ち着いて楽しめるように配慮したプログラムや鑑賞の

環境を準備した。

〇プログラムについて

・障害のある方も無理なく最後まで楽しめるように、音楽療法的な視点を持って綿密に

プログラムの構成を行った。具体的には、楽曲の選択において、一つ一つの楽曲の調性、

長さ、テンポ、シャンル、演奏順、楽器構成、歌と器楽のバランスに配慮したこと、ピ

アノの他に主要な楽器として、治癒教育や音楽療法においても用いられるライアーとい

う堅琴を用いたこと、集中力を要する聴くことだけに偏らぬよう、プログラムの随所に

リラックスできる参加型の演目を散りばめたことである。

・長時間の着席が苦手な方もいるため、30分の短いプログラムを2部制で実施したり、間

に休憩を入れたりするなど、長時間座っておくことがない環境づくりを行った。



〇鑑賞の環境について

・来場者に安心してお越しいただけるよう「公演中に声が出たり、席を立って動いたりし

ても大丈夫」「入退場自由」と事前に案内をした。

・来場者がいつでも休憩できるようカームダウン室を用意した。

・会場内にスタッフを8名配置し、公演中に来場者の様子を見たり、必要に応じて介助し

たりできるような環境を整えた。



（２）効果

〇アンケート内の「日常的にコンサートを鑑賞する機会がありますか」という問いに対して
「めったにない（数年に1回程度）」「鑑賞したことがない」いう回答が半数以上あった。
本公演では、そのような公演の鑑賞機会がほとんどない方に来場していただけた。

〇アンケート内の「安心して楽しめる環境であったと思いますか」という問いに対して、すべ
ての回答者が「思う」と回答した。そう思った理由には、「会場の雰囲気やスタッフの対応
がよかった」という回答のほか、「公演中に声が出たり、席を立って動いたりしても大丈夫
とチラシにあったので安心して参加できた」という回答もあった。事前の案内で安心して来
場していただけるような環境であることを周知しておいたことが来場につながった。

〇来場者の感想として、ライアーの演奏や参加型のプログラムであったことがよかったという
意見が多くあり、対象に併せたプログラム構成にしたことの効果があった。

〇「次回このようなこのようなコンサートが開催される場合は、参加したいと思いますか」と
という問いに対して、アンケート回答者全員が「来場したい」と回答しており、リピーター
獲得に向けて手ごたえがあった。



（３）今後の事業の進め方や課題について

本事業は、誰もが文化芸術に触れる機会や文化芸術を媒介に、様々な人が知り合い、

繋がることのできる社会の創出を図ることを目的としているため、障がいのある方、障

がいのない方、子ども、高齢者などあらゆる人々が安心して来場し、公演を鑑賞するこ

とができる場づくりを行うことが大切である。今回は初期段階として、障がいのある方

とその家族、障害福祉施設職員を対象とした公演を実施したが、今後はあらゆる人々が

来場し、楽しむことのできる公演を段階的にでも開催できるような取り組みを考える必

要性がある。来場者の中には、普段公演を鑑賞する機会がない方も半数以上いたので、

そういった方々にリピーターとして来場していただくような環境づくりも必要である。

また、本公演は、障害福祉施設への案内およびホームページやSNS等の掲載という方

法で10月上旬から案内を開始したが、障がいのある方にとって会場に足を運ぶことは心

理的、身体的にも困難だと考えている場合がある。そういった方々が来場を決めるまで

には時間を要することもあるため、次回は早めの周知を行う必要がある。


